
令和 7年度

昭和農業振興地域整備計画の変更理由書

昭盤 磐庸籍翡繁縣鍛ξ露」牌警鵬 讐
整備計画の変更を行う。

地 域 名 昭和地域

群馬県利根郡昭和村



昭 和 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 の 変 更 理 由 書

1 農柴振興地域整lll計画を変更する理 l色

断C用る世ど媒著:協痛鷹異確餐危優乏癌鉾缶護塁伊を色跨絶鳥錦羊鵠応斐差を持督ζ落辱写♂助そ
の他措勢の推移による住宅等の個別開発ニーズに適切に対応する必要があると判

2 農業振興地域整備計画の うち農用地利用計画を変更する理由

(1)農 用地区域への編入

`llゝ

土 地 の 所 在 ・ 地 番 地 目 而11(1言 ) 編人後の用途 信 人 す る 理 由 恨 拠 条 項

※根拠条項lJl中の「法」とは「農業振興地域の整lhに関する法律J、 「令Jと は「同法施行令」、「規則Jと は「同法施行規則Jをいう (以下同じ).

聴 土 地 の 所 在 ・ 地 河子 地 R 面f資 (ュ )ゞ 除外後の用途 除 外 す る 理 由 根 拠 条 項

l 昭和村大字森下字御門140番 1 畑 260 一般住宅用地

うと
もつ
するものであ
てイ(えること

当であ
と 集

fr未経過の上地ではない
判断されるため 農れ地

,

法第 13条第 2項
各号該当

2 昭下li村大学糸井字新中道6651番 1 畑 500 一般住宅用地

も 集 語

及び土地改良キ葉完了後
号の要件をすべてを浦たす項 を 刊luiさ 農用地

匡域から除外

法第 13条第 2項
各号該当

3 昭和村大字川額字下り553番 田 495 一般住宅用地 法第 1

各号該

3条第 2項
当

血 土 地 の 所 在 ・ 地 番 地 月 面積 (言 ) ′
麦
｀
更前の用途 変更後の用途 用途変更する盛l鷺

入力部分

農用地区域への編人

(2)農用地区域からの除外

畑  計 760ド

田 =ト 495席

樹園地計 ポ

合計 1,25500nド

(3)用途変更 (″.建業用施設等 )

畑  計 謂

田 計 ∬

樹圏地計 〆

合 計 000ポ

2 らゝ

(1

畑  計 ポ

田 計 ポ

樹園地計

合計 000ポ



地区区域 区 域

変 更 内 容

増  減 備  考変 更 前

の 面 積

変 更 後

の 面 積

農用地区域

から除外す

る 面 積

農用地区域

に 編 入

す る面積

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

B-1

B-2

B-3

B-4

B-5

糸井地区

貝野瀬地区

生越地区

赤城地区

開拓地区

橡久保地区

森下地区

川額地区

松ノ木平地区

赤城原地区

268.33

203 80

152.68

328.38

340 35

94.54

195 52

217.35

153.01

330,78

268 33

203_30

152 68

328.38

340,30

94.54

195.49

217 30

153.01

330.78

0.05

0 03

0.05

0.00

0.00

0.00

0 00

△ 0.05

0.00

△ 0.03

△ 0 05

0.00

0 00

計 2284.74 2284.61 0 13 0 00 △ 0.13

第 1 農用地利用計画の変更

1 農用地利用計画を次のとおり変更する。

注 :単位は haと し、小数点以下第 2 位まで表示する。

なお、「増減」欄が減少の場合は、数値の左に△で表示する。

2 農用地区域の概要

(変更前 )

農振区域内において、農用地等約  2.284.74 haに ついて農用地区域を設定し、

うち約  2,200,12 haを農地、    09,00 haを採草放牧地、約  0,00 haを

混牧林地、及び約  45.62 haを農業用施設用地としてそれぞれ用途を指定する。

(変更後 )

農振区域内において、農用地等約  2,284.61 haに ついて農用地区域を設定し、

うち約   2,199.99 haを農地、    39.00 haを採草放牧地、約   0.00 haを

混牧林地、及び約   45.62 haを農業用施設用地としてそれぞれ用途を指定する。

単位 :ha



(付表 1)

注 :小数点以下第 2位まで表示する。

(付表 2)

小数点以下第 2位まで表示する。

「混牧淋地」の面積は、農用地利用計画で混牧林地を農用地区域に設定している嬬恋村及び甘楽町のみ記入する。

現況欄は、確保すべき農用地等の面積の目標の達成状況に関する調査の表 4の農用地区域面積と一致させること。

用途区分欄は、市町村農業振興地域整備計画における農用地区域の設定方針に基づく農用地区域の面積を記入する。

現況及び用途区分の合計画積は一致させること。

設定率は、 (農用地利用計画 (現況))■ (農振地域)と し、小数点以下第 1位まで表示する。

(単位 :ha)

(単位 :ha)

注 1

注 2

注 3

注 4

注 5

注 6

項   目 農用地 混牧林地
農崇局施
設用地

混牧林地以
外の山林原
野

その他 合計

行政区域 21548,70 2,509,70 89 40 2,066 30 354,00 39.00 0.00 42 70 1,871 20 1,951 40 6,414.00

段振区域 2,544 60 2,505 60 89 80 2,061 80 354 00 39 00 0 00 45 70 1,872.60 736 10 5,199,00

項   目 農用地 混牧林地
農業月施
設用地

混牧林地以
外の山林原
野

その他 合計

農
用
地
利
用
計
画

現

況

変
更
前
2,23732 2, 198 32 34 88 1,867 44 306.00 30,00 0 00 45 02 1 80 0 00 2,28474

変
更
後
2,237 19 2.198、 19 34 83 1 857 36 306 00 39 00 0 00 45 62 1 80 0 00 2,284 61

用
途

区
分

変
更
前

2,200.12 39 00 0 00 45 62 2.284 74

変
更
後

2,199 99 39 00 0 00 45 62 2.284 61

設
定
率

変更前

(%)

87 9 877 38 8 90 1 86 4 100 0 00 998 01 0,0 43 9

変更後
(%)

87 9 877 38 8 90 1 86 4 100 0 00 99 8 01 00 43 9
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別  紙

令和8年 確保すべき農用地等の面積の日標の達成状況

〔令和 8年 2月 12日 時点 〕

昭和農業振興地域 (昭和農業振興地域整備計画 )

(群馬県昭和村)



記入上の留意点

1 調査対象期間は、 1月 1日 から同年12月 31日 までとする。

:1号目伝遷璽
倍島レ泣ど密懸霊負七:呆鎮詈姿イ泣省筆δ霊義写落Fを

記載する。

「法」とは、農業振興地域の整備に関する法律 (昭和44年法律第58号)をいう。

第!宮Ji:を B§岳a暮旨奪£:写号,三
拿緒客[£言聾雪曽三移a骨書管職彗警こ1急禁魯ぁ放牧の目的に供される土地(法

則彗寡賞夕を蟄1啓哲:言を伝密Ё争3と尊IBRξユ
侮隻怠養
第
讐吾蜜墓元花伝据褒彗良き婆讐慮城裏ぁ目的に供される土地 (規

的tl畳豊脅驚まを与Fge去景猪ョ【嘗嘗吾塾参をEttE壕蟄二警塾吾穂ヨ許看奇彗尋憂を吾そζ[:穂醗邑稔与F昇 :脅を程:れ舟蓋盤≧構ダE念行畠星馬埒扉束え義着録象受息努更、区画
霙辞と黛冒拌
の造成、埋立て又は干拓、客上、暗きょリト水等の事業

(規則第 4条の 3第 1号イからホまでのいずれかに該当する事業
「農地 (耕地)」 とは、耕地 (耕地及び作付け面積統計で定義する「耕地J)をいう。
「荒廃農地」とは、現に耕作されておらず、耕作の放葉により

弾τょちヂ
常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となって

いる農地 (荒廃農地の発生・解消状況に関する調査の対象の農地

1患曽宅Fと急1會鬱宮今甘]姿撃目花場珍曇書景をご株むゝ七:備
える農地をいう。

壌奈霧勢!と |ま i後憂台変腸考賓専磐蕩寝星だ墓燃3褒養τ舞世置驚範彗奮癌練墓だ畠チる基本指針(平成27年 12月 24日公
表)をいう。
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①



ベ 用 の

項 面  積  等

a農用地区域内農地 (耕地)面積の目標値  (目 標年 :令和 12年 ) 2,171 7  ha

b農用地区域内農地 (耕地)面積の基準値  (基準年 :令和元年) 2 190 8  ha

c当該年の農用地区域内農地 (耕地)面積 2,196 2 ha

d前年の農用地区域内農地 (耕地)面積 2,187 9  ha

当該年における農地 (耕地)面積の増減 (el― e2+e3-e4+e5-e6+e7-e8) 3 3  ha

el農用地区域へ編入した農地 (耕地)面積 ha

e2農用地区域から除外した農地 (耕地)面積 0 1  ha

e3荒廃農地の再生面積 ―  ha

e4荒廃農地の発生面積 ―  ha

e5用途変更による増加面積 ― ha

e6用途変更による減少面積 0.2  ha

e7その他の増加面積  〔(c― d)― (el― e2+e3-e4+e5-e6)≧ 0の場合〕 8 6  ha

e8その他の減少面積  〔(c一 d)― (el― e2+e3-e4+e5-e6)<0の 場合〕 ha

記載等注意
(1)「 a農用地区域内農地 (耕地)面積の目標値」欄は、基本方針に記載された農用地区域内農地(耕地)面積の目標面積を記載する。

恩「毎離轍M爾駆燃聯離鐵鰯綽畷蘇聘響継
I田は、「6 農用地区域内の荒廃農地の編入 。除外等の状況」の

子昇景を壽を三査髯路魯息贅岳繁農窪危据鶏実?憬魚≧嫁裟第?な
況」の

liとζ弄と阜督夕屠曇Bヨぞ写を要≧身急線綴歩岳毬)1と撃監守老弓1～ e6



00

2220260317事 務所修正_2確保すべき農用地等の面積の目標の達成状況調査票 却sx帳票 4、 98-8

食不倒7年 止農すべ主農扇塾笠の麺云⊇目揉の連威状況

4 農業振興地域内の農用地等の面積

区分
総 面 積 混牧林地

農 莱 用

設
地

施

用

混牧林地

以 外 の

出林原野

そ の 他計

農用地区域内用途区分 ― 1  427

現 況

農業振興地域 i  型:1
1     89 8 2 061 8

181   18
32 9

306 0 196 2

21
16

36

1    54 4

'~豆
6 48 0

7364

/// 54
上 ユla三
:   30Б  0

i    48 0
1    48 0 305 9

09
06

1

※ 12月 31日 を基準に上段の前年を入

路 熙笏需濃輩霊緩李奢∫
項 銹 い条第 4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、公告した農振整備 ,,十回Fの面積等と吹 当該年の朗 1日

(2)「農用地区域内用送区分」欄の総面積と「現況」 1ヽの農用地区域の総面積は、一致させる。

|:!十ど2と1懲をど息ξ宮:宅を1争|::書徳讐補ど堂奪tとこ言振I監認堂登埜落【オ愁磐ど革肇ξ:1号牟素常まと言義称偉蟹岳畳笠与]彗と,°
9 集団的に存在する農地の規模別基盤整備事業の実施状況別面積

記破等注意

(1)
生
柴団的に存在する農用地の規模の判断は、道路、鉄道、その他の施設、河川、がけその他の地形、地物等で区切られた区域で判断するが、通作等に支障が
じないものである場合には、一回の土地とする。

(2)柴団的に存在する農用地の lチを棋の範囲は、農用地 (El、 畑、樹園地、 ,、革放牧地)に より定め、面積は、農地 (M、 扶■、樹同地)の面積を記市ltする。
(3)「 うち、区画整 F■等実施済み Jと は、区にl整

'と

、農用地の造成、ナ巳立て又は干柘、容士、暗きょり,水等の1'業 (,すと則第 4条 の 3第 1号 gか らホまでに掲げる
事業)を い う.
(4)「農地面積計JH期の 唾 盤整備済みJ及び 「未実施Jの各面積は、 「6 農業振興地域内の農用地等の面積Jの 「基盤整備済み」及び 「チ生盤整備未実施Jの
面積 とそれぞれ一致させる。

土地の区分

実施済み 区 うち、区
L耳 整理等
実施済み

計

うち、区
画整理等
実施済み

1 653 4 104 279 8

4

422

農地 lオl,地 )
1 663

1 1 2 1

A
3

318

農地 (井ナ地 )
イ   _

3165

1

A
I


